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山
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○
告瀬産

○
公 毎

第 号

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住

氏
名
又
は
名
称

宇
部
興
産
株

戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法

特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請

該
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が

に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面

山
口
県
環
境
生
活
部
環
境
政
策
課

。平
成
十
八
年
十
月
十
七
日

成
十
八
年
度
山
口
県
補
正
予
算
の
要

地
改
良
区
役
員
の
届
出
（
農
村
整
備

発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
建

告

口
県
告
示
第
五
百
四
十
九
号

目

次

示戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
第
五

業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
変
更
の
許
可

告 週
火
・
金
曜
日
発
行

所式
会
社

（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号

が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
概
要
を

環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て

は
、
平
成
十
八
年
十
月
十
七
日

及
び
宇
部
市
環
境
部
環
境
共
生

山
口
県
知

領
の
公
表
（
財
政
課
）
…
…
…
…
…
…

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

築
指
導
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

示

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
許
可
申
請

の
申
請
（
廃
棄
物
・
リ
サ
イ
ク
ル
対
策）

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

の
調
査
の
結
果
に
基
づ
く
事
前

か
ら
同
年
十
一
月
六
日
ま
で
の

課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供

事

二

井

関

成

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

の
概
要（
環
境
政
策
課
）
…
…
…
一

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

平 成 年
月 日

（火曜日）

種

類

能

力

（

／
時
）

四
七

ホ

二
、
〇
〇
〇

備
考

「
四
七

ホ
」
と
は
、
水

第
四
十
七
号
の
医
薬
品
製
造

住

所

宇
部

二

工
場
又
は
事
業
場
の
名
称

名

称

宇
部
興
産
株

所
在
地

宇
部
市
大
字

三

特
定
施
設
に
関
す
る
事
項

種
類
、
構
造
及
び
使
用

構

工
事
着
手

予

定

年
月
日

工
事
完
成

予

定

年
月
日

使
用
開

予年
月

平
成
一
八
、

一
一
、
一
〇
平
成
一
八
、

一
一
、
三
〇
平
成
一
八

一
二
、

質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六

業
の
用
に
供
す
る
廃
ガ
ス
洗
浄
施
設
を

市
大
字
小
串
一
九
七
八
番
地
の
九

及
び
所
在
地

式
会
社
宇
部
ケ
ミ
カ
ル
工
場
東
地

小
串
一
九
七
八
番
地
の
一
〇

時
間
間
隔
等

造

一

始定日

使
用
時
間

間

隔
一
日
当
た

り
の
使
用

時

間
季
節
的
変

動
の
概
要

、二
断

続
二
四
時
間
変
動
な
し

年
政
令
第
百
八
十
八
号
）
別
表
第
一

い
う
。

六区

使

用

の

方

法

告

示
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査
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山
廃
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五

た
。当

山 口

３６７８

（定期）県 報

四排１２

第 号

種備

結
果
を
記
載
し
た
書
類
は
、
平
成

周
南
環
境
保
健
所
及
び
周
南
市
環

口
県
告
示
第
五
百
五
十
号

棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

該
申
請
書
及
び
当
該
変
更
を
す
る

排

水

口

七
・
五

排

水

口

〃

排

水

口

八
・
三

排

水

口

〃

排

水

口

七
・
五

排
出
水
の
汚
染
状
態
の
値
及
び
排

水

口

排

水
素
イ
オ
（
水

通

常

排

水

口

七
・
四

排

水

口

七
・
二

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
汚
染
状

類

水

素

イ

オ

ン
（
水
素

通

常

最

四
七

ホ

八

考

の
表
の
備
考
は
、
こ
の
表
に
つ

十
八
年
十
月
十
七
日
か
ら
同
年

境
生
活
部
環
境
政
策
課
に
お
い

法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第

と
お
り
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の

こ
と
が
周
辺
地
域
の
生
活
環
境

六
・
五

八
・
五

三
・
五

四
・

七
・
三

八
・
五

〃

四
・

七
・
五

八
・
五

三
・
一

〃

六九

〃

〃

六
・
五

八
・
五

四
・
四

五
・

出
水
の
量

出

水

の

ン
濃
度

素
指
数
）

化
学
的
酸
素
要
求
量

（

／

）

最

大

通

常

最

大

七

八
・
五

一
二
・
四

一
二
・

〃

六
・
七

七
・

態
の
値
及
び
汚
水
等
の
量

汚

水

等

濃

度
指
数
）

化
学
的
酸
素
要
求
量

（

／

大

通

常

最

六八
一
五
、
〇
〇
〇
一
五
、
〇
〇

い
て
準
用
す
る
。

十
一
月
十
七
日
ま
で
の
間
、
山

て
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

百
三
十
七
号
）
第
十
五
条
の
二

変
更
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ

に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調

四

一
八

二
二

〃

五

七

一
三

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

七

一
三

二
五

〃

汚

染

浮

遊

物

質

量

（

／

）

鉱
油

（

／

通

常

最

大

最

九

一
五
・
九

二
〇

二

四

一
二

二
三

〃

の

汚

染

）

浮

遊

物

質

量

（

／

）

大

通

常

最

大

〇

一
〇

一
〇

周
南
市
開
成
町
四
五
三
〇

平
成
十
八
年
十
月
十
七
日

一

申
請
者

名

称

日
本

住

所

東
京

代
表
者
の
氏
名

藤
井

二

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の

〇
・
六
九

三

〇
・
六

〃

〃

〃

〃

〃

六
・
四

一
六

状

態

の

類
）

窒

素

（

／

）

大

通

常

最

大

通

・
五

一
七
・
九

四
七
・
八

一
・
二

二

状

態

の

窒

素

（

／

）

通

常

最

大

通

一
〇

四
〇
〇

番

山
口

ポ
リ
ウ
レ
タ
ン
工
業
株
式
会
社

都
港
区
芝
四
丁
目
一
番
二
三
号

恒
嗣

設
置
の
場
所

〇
・
〇
五

〇
・
二

三
六
、

〃

〃

九
一
、

〇
・
〇
六

〃

六
四
八
、

〃

〃

八
五
二
、

〇
・
二
八

二
八
二
、
三
七

排
出
水
の

値

燐（

／

）

常

最

大

通

〇
・
〇
五

〇
・
八

二
三
、

〇
・
〇
六

〃

四
四
、
六
一

値

汚
水
等

燐
（

／

）

常

最

大

通

〇
・
〇
五

〇
・
〇
五

県
知
事

二

井

関

成

七
五
〇

五
一
、
五
二
四

二
〇
〇

九
一
、
二
〇
〇

〇
〇
〇

六
四
八
、
〇
〇
〇

一
二
〇

八
五
二
、
一
二
〇

四
・
七
八
九
、
九
〇
七
・
七

一
日
当
た
り
の
量
（

）

常

最

大

七
三
五

二
九
、
九
四
五

七
・
九

四
六
、
七
九
六

の
一
日
当
た
り
の
量
（

）

常

最

大

〇
・
一

一

二



平成 年 月 日 火曜日

２
第

債国
９

１
第

３
第

地

山 口 県

平予

２

予 １
第

歳

（定期）報

（
五平

は
、

第 号

三四五

負
務

託
委

３

担
負

庫
国

１

務
債

条

）
正

補
の

為
行

担

方

、
は

加
追

の
為

行
担

負

の
債

方
地

条

）
正

補
の

債

、
は

更
変

補
算

予
出

歳
入

歳
表

３
第

平

金
出

支
庫

項
款

入
歳

正

成

成

山
度

年

計
会

般
一

の
県

口
山

度
年

）
正

補
の

算
予

出
歳

入

補

額
総

の
算

予
出

歳
入

歳
条

歳
入

歳
を

額
総

の
算

、
に

予
出

歳
入

歳

れ
ぞ

れ
そ

出

の
算

の
項

款
の

正
補

の
算、

は
額

金
入

歳
表

１
第

公

三
八
）
平
成
十
八
年
度
山
口
県
補

成
十
八
年
九
月
山
口
県
議
会
定

次
の
と
お
り
で
す
。

平
成
十
八
年
十
月
十
七
日

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類

焼
却
施
設

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
お
い
て

廃
油

申
請
年
月
日

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

金金

補
為

行
担

負
務

債
表

２
第

よ
に

」
正

補
債

方
地

表

正補
額

正
補

。
る

山
口
県
知

算
予

正
補

計
会

般
一

県
口

算
予

正

２
第

歳

定
に

次
、

は
）

号
２

第

れ
ぞ

れ
そ

出
歳

入

び
及

分
区

。
る

す
と

円
千

歳

額
金

の
と

ご
分

区
該

当

。
る

よ
に

」
正

補
算

予
出

告

正
予
算
の
要
領
の
公
表

例
会
で
議
決
さ
れ
た
平
成
十
八
年

処
理
す
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類

。
る

よ
に
」

計
額

の
前

正

）
円
千

位
単

事

二

井

関

成

る
よ

に
ろ

こ
と

る
め

）
号

入
歳

、
し

加
追

を
円

千

。

歳
の

後
正

補
に

び
並

出
歳

出
歳
入

度
山
口
県
補
正
予
算
の
要
領

健
保
９

川
河
３

費
路
道
２

管
１

学 住
６

港
４

４

等
高
４

育
教
１

費
育

教

水
林

農
６

衆
公

１

費
生

衛

林
４

産
畜

２

農
１

費
業

産

合
入

歳

費
木

土
８

産
水

５

３

議
１

費
会

議
１

款

出
歳

童
児
４

会
社

１

費
生

民

繰
１

金
越

繰

雑
６

託
受
２

入
収

諸

費
育

体

県
１

債
県

費
事

費
理

う
ょ

り
橋

費
岸

海

費
湾

費
宅

費
務

総

費
校

学

費
生

衛

費
業

費
業

費
業

費
業 計

額
正

補
項

費
会

費
祉

福

費
祉

福

金
越

入
収

業
事

入債

三

計
額

の
前

正
補

公

告



平成 年 月 日 火曜日

業
事
木
土
業
事
木
土

山 口

こ 取 業
４
上

３
第

起

（定期）県 報

業
３

括 年
２

こ 道 に 業
１

を環

第 号

２
第

災

旧
復
害

災
助

補
年

現
方

事

害
災
独

単
年

現
行 証 入 証

旧
復

方
地

急
緊

区
工

２
第

工
部

越
を

度
年

の
事

備
整

路
道

契
括

一
を

等
得

地
用

る
え

。
と

る
す
約

成
平

）
線
岸

湾
部

宇
成

平

度
年

度
年

更
変

正
補

債
方

地
表 緊

起
額
度

限
的

目
の

債
補

年
の

事
備

整
路

道
方

地
急

て
い

つ
事

工
る

え
越

を
度

社
会

式
株

鉄
客

旅
本

日
西

。
と

る
す
定

協
と

成
平

）
線
園

公
汐

江
道

県
成

平

度
年

業
事

策
対

潮
高

防
周

度
年

一
を

事
工

る
え

越
を

度
の

。
と

こ
る
す

約
契

成
平

）
川
波

沢
成

平

度
年

備
整

路
道

方
地

急
緊

度
年

事
工

る
え

越
を

度
年

の
事。

と
こ

る
す

約
契

括
一

）
成

平

橋
大

礼
牟

線
号

一
状

成
平

度
年

度
年

復
設

施
木

土
２

費
旧

復
害

負
務

債
表

計
合

出
歳

費
旧

加
追

正
補

為
行

担

で
式
方

し
直

見
率

利

期
項

政

発
券
は
又
借
書

法
方

法
金

資
府

金
資
庫

公
内

以
％

入
借

金
資

他
の

そ
内

以
％

利
る

め
定

て
し

議
協

と
先

元

、
し
だ

た 。
る

よ
に

率

金
元
は

又
賦

年
半

等
均

利

賦
年

半
等

均

の
別
特

、
し

だ
た

内
以
年

議
協

と
先

入
借

、
は

の
も

る
よ

に
件

条
る

め
定

て
し

。

で
ま

ら
か

償
率

利
の

債

補
前

正

円
千

で
ま

ら
か

額
度

限
の
還

で
ま

ら
か

円
千

で
ま

ら
か

円
千

円
千

害
災

で
式
方
し

直
見
率
利

限
間

法
方

法
方行

発
券
証

は
又
入

借
書
証

金
資
府
政

金
資
庫
公
内
以

％

入
借
金

資
他
の
そ
内
以

％

利
る
め
定
て

し
議
協
と

先

元

、
し
だ

た 。
る

よ
に
率

金
元
は

又
賦
年
半

等
均
利

賦
年
半
等

均

の
別
特

、
し
だ
た

内
以
年

議
協
と
先
入

借
、
は
の

も

る
よ
に

件
条
る
め

定
て
し

。

）
円

千
位

単

の
還
償

率
利

の
債
起

後
正

額
度

〃 〃〃〃〃〃〃〃〃〃
一

就
任
し
た
役
員

土
地
改
良
区
の
名
称

下
関
市
安
岡
土
地
改
良
区

下
関
市
豊
田
町
土
地
改
良

区〃

計

（
五
三
九
）
土
地
改
良
区
の
役

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四

改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員

平
成
十
八
年
十
月
十
七
日

〃

岡
村

昌
平

〃

〃

田
村

文

〃

〃

重

達
雄

〃

〃

堀
田

和

〃

〃

福
原

康
毅

〃

〃

河
内

良
治

〃

〃

村
野

克
己

〃

〃

河
本

肇

〃

監

事

藤
岡

敬
介

〃

〃

小
嶋

喜
信

〃 山
口

理
事
監
事
の
別

氏

名

住

理

事

下
田

一
也

下
関

〃

吉
本

知
則

〃

〃

池
田

義

〃

員
の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出

年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八

の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出
が
あ
り

及
金

資
府

政
る

れ
入

り
借

、
て

い
つ

に
金

資
庫

公
びた

っ
行

を
し

直
見

の
率
利見

該
当

、
は

て
い

お
に

後

。
る
よ

に
率

利
の

後
し

直

豊
田
町
大
字
殿
居
一
二
七
六

豊
田
町
大
字
稲
見
一
三
五
七

豊
田
町
大
字
八
道
一
七
〇
三

豊
田
町
大
字
浮
石
六
八
〇

豊
田
町
大
字
杢
路
子
二
三
六
一

豊
田
町
大
字
一
の
俣
九
八
四

豊
田
町
大
字
中
村
七
三
七

豊
田
町
大
字
西
長
野
八
八

豊
田
町
大
字
今
出
九
四

豊
田
町
大
字
八
道
二
六
〇
七

県
知
事

二

井

関

成所

市
安
岡
町
七
丁
目
八
番
二
四
号

豊
田
町
大
字
殿
敷
一
〇
二
八

〃

一
七
六
二

条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
土

ま
し
た
。

及
金

資
府

政
る

れ
入
り
借

、
て
い
つ

に
金
資
庫

公
びた
っ

行
を

し
直

見
の
率
利見

該
当
、
は

て
い
お
に

後

。
る
よ

に
率
利
の

後
し
直 四

地



平成 年 月 日 火曜日

関
す

一二

山 口 県

〃〃〃〃
（
五都

（定期）報

〃〃〃〃〃〃〃〃

第 号

〃
二

下下区
る
工
事
の
完
了
を
次
の
と
お
り
公

平
成
十
八
年
十
月
十
七
日

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名

山
陽
小
野
田
市
大
字
小
野
田
字
一

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及

山
陽
小
野
田
市
大
字
小
野
田
三
六

大
矢

崇
靖

監〃〃〃

四
〇
）
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律

〃〃〃〃〃〃〃〃 〃

退
任
し
た
役
員

土
地
改
良
区
の
名
称

理
事

監
事
の

関
市
安
岡
土
地
改
良
区

理

関
市
豊
田
町
土
地
改
良

〃

告
し
ま
す
。

山
口
県
知

称ノ
長
沢

び
氏
名

三
二
番
地
の
一

事

原
田

美
典

〃

豊

奥
原
高
富
美

〃

豊

久
岡

清
美

〃

豊

稲
田

貞
二

〃

豊

の
完
了

第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項

田
邉
正
登
志

〃

豊

北
村

成

〃

豊

竹
村

隆

〃

豊

木
村

次

〃

豊

加
藤

肇

〃

豊

河
内

良
治

〃

豊

村
田

政
行

〃

豊

河
本

肇

〃

豊

長
岡

健
治

〃

豊

別

氏

名

住

事

村

寛

下
関
市
安

吉
本

知
則

〃

豊
事

二

井

関

成

田
町
大
字
今
出
一
三
二
〇

田
町
大
字
宇
内
六
七

田
町
大
字
殿
居
一
〇
二
八

田
町
大
字
高
山
三
一
三

の
規
定
に
よ
り
、
開
発
行
為
に

田
町
大
字
庭
田
一
六
〇

田
町
大
字
金
道
八
三
の
一

田
町
大
字
鷹
子
九
五
八

田
町
大
字
浮
石
二
六
三
〇
の
二

田
町
大
字
杢
路
子
二
一
九

田
町
大
字
一
の
俣
九
八
四

田
町
大
字
中
村
五
二
七
の
二

田
町
大
字
西
長
野
八
八

田
町
大
字
荻
原
二
五
八

所

岡
町
四
丁
目
一
二
番
一
五
号

田
町
大
字
殿
敷
一
〇
二
八

五



平
成
十

平
成
十
八
年
十
月
十
七
日
印
刷

八
年
十
月
十
七
日
発
行

発
行
所

山

口

県

発
行
人

山
口
県
知
庁

定
価
一
箇
月

金
二
千

事

七
百
円
（
送
料
共
）


